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修正案の提出について 

 

 議第１５８号 京都市補助金等の交付等に関する条例の制定についてに対して，下記の

とおり修正案を提出する。 

 

記 

 
 議第１５８号 京都市補助金等の交付等に関する条例の制定についての一部を次のよう

に修正する。 

 目次中「第８条」を「第７条」に，「第９条～第１４条」を「第８条～第１３条」に，「第

１５条～第２１条」を「第１４条～第２０条」に，「第２２条～第２５条」を「第２１条～

第２４条」に，「第２６条～第２８条」を「第２５条～第２７条」に改める。 
 第７条を削り，第８条を第７条とする。 
第２章中第９条を第８条とし，第１０条から第１４条までを１条ずつ繰り上げる。 

 第３章中第１５条を第１４条とし，第１６条を第１５条とし，第１７条を第１６条とす

る。 
 第１８条第２項第１号中「第９条」を「第８条」に改め，同条を第１７条とする。 
 第１９条を第１８条とする。 
 第２０条中「第１８条第１項」を「第１７条第１項」に改め，同条を第１９条とする。 
 第２１条第２項中「第１０条第１項」を「第９条第１項」に改め，同条を第２０条とす

る。 
 第２２条第１項第５号中「第２７条第１項」を「第２６条第１項」に改め，第４章中同

条を第２１条とする。 
 第２３条第２項中「第１９条」を「第１８条」に改め，同条を第２２条とする。 
 第２４条第１項中「第２２条第１項」を「第２１条第１項」に改め，同条を第２３条と

する。 
 第２５条を第２４条とする。 
 第５章中第２６条を第２５条とし，第２７条を第２６条とし，第２８条を第２７条とす

る。 
 附則第３項中「第９条」を「第８条」に改める。 
 附則第４項中「第９条，第１０条，第１１条第１項及び第１４条」を「第８条，第９条，

第１０条第１項及び第１３条」に改める。 
 附則第６項中「第２６条」を「第２５条」に改める。 


